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矢 部 川 水 系 河 川 整 備 計 画 の
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筑後川河川事務所

１．矢部川流域の概要
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流域の概要
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地質図凡例

出典：この地図は、国土調査による1/50,000土地分類基本調査（地形分類図）
「大牟田・山鹿・荒尾」「久留米」「佐賀」「日田」「八方ヶ岳」（1987）
を使用し国土交通省国土調査課が作成（複製）したものを加工した図である。

：沖積層 ( 礫、砂、粘土 )

：深成岩類（変班レイ岩、蛇紋岩）

：変成岩類（砂質準片岩、泥質準片岩、緑色準片岩）

：固結堆（砂岩（一部疑灰岩））

：火山岩類（疑灰質角礫岩）
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：火山岩類（輝石安山岩、角閃安山岩）

：洪積世堆積物（砂、礫）

：火山岩類（安山岩）

平成20年～平成26年の平均値

流域及び氾濫域の諸元
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流域図
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矢部川流域内の主幹産業は、農業
を中心とする1次産業で、矢部川上

流では、木材・茶・みかん・酒が、ま
た、有明海沿岸ではノリ養殖が盛ん
です。

特に、「玉露茶」は全国生産量の約
1/4を占めています。

玉露茶の生産量

河床勾配は、上・中流部は約1/100～1/500とな
っており、下流部は約1/10,000と緩勾配になって
います。

矢部川地形模式図

流域の気候は、上流部が山地型、中下流部が内陸型気候区に属し、平均年降水量は約
2,500mmで、その約4割が6月から7月上旬にかけての梅雨期に集中し、台風の発生期
と合わせた6月から9月の4ヶ月間の降雨量は年降水量の約6割を占めます。流域の降雨
分布を見ると、上流域が多雨地帯となっており、年降水量は2,000mm～3,000mmに達
します。

主要地点の月別降水量
流域平均年降水量の分布（単位：mm/年）

流域面積(集水面積) ：647km2

幹川流路延長 ：61km

流域内人口 ：約16万人

想定氾濫区域面積 ：124.8km2

想定氾濫区域内人口 ：約10.6万人

想定氾濫区域内資産額 ：

約1兆9,000億円

主な市町村：筑後市、柳川市、

みやま市、八女市等

八女茶の栽培風景

・矢部川流域の地質は、上流部の東側の釈迦ヶ岳山地は
大部分が輝石安山岩や凝灰質角礫岩であり、矢部川上
流の谷には変成岩がみられ、一部には阿蘇山の溶結凝
灰岩が堆積しています。
・上流部北側の耳納山地、南側の筑肥山地は、黒色砂質
準片岩・緑色準片岩などが大部分を占めています。
・矢部川と笹原川の合流点付近黒木盆地北東の星野川
との間にある豊岡台地、および八女台地は洪積世の堆
積物となっています。
・中位段丘・低位段丘は、礫層上部に褐色細粒火山灰、
軽石質ローム層、八女粘土層などがあります。八女市街
地周辺から筑後市南部・西部、さらに西の低地は、砂、
粘土などの沖積層で西へ向かうほど細粒化しています。
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矢部川流域地質
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主な洪水被害・高潮被害
主な洪水被害

主な高潮被害

矢部川のはん濫状況（船小屋)

 6月30日9時から7月3日9時ま
での総雨量は447mmに達する
など、各地で多くの浸水被害

 矢部村では日雨量が395mmで4
日間（25～28日）総雨量が
924mmに達し甚大な被害が発生

孤立した住民の救出状況

年 台風名 被害状況

昭和60年 台風13号
浸水戸数25戸
浸水面積2.9ha

平成11年 台風18号 浸水面積3.7ha 昭和60年8月台風13号の
楠田川高潮状況（みやま市）

昭和60年8月台風13号の高潮状況（柳川市）

平成11年台風18号
楠田川左岸越波
（みやま市）

楠田川

矢部川

 6月26日の降り始めから
の雨量は411mmを記録

洪水

年

流量

ｍ3/s

洪水

要因

被害状況

床下

浸水戸数

床上

浸水戸数

S28.6 3,500 梅雨前線 15,896 10,138

S44.7 1,200 梅雨前線 2,913 1,134

H2.7 3,100 梅雨前線 1,662 484

H24.7 4,500 梅雨前線 1,111 697

※流量はダム戻し流量

昭和28年6月洪水

昭和44年7月洪水 平成24年7月洪水

 7月14日から降り続いた雨
により計画高水流量を超過

光友村山崎地内 中島橋流出

矢部川洪水の様子（船小屋）

平成2年7月洪水

 津留橋上流右
岸堤防が約50
ｍにわたり決壊

主な洪水被害

洪水状況瀬高町(現みやま市)

洪水状況瀬高町(現みやま市)
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平成２４年7月出水の概要
■梅雨前線がもたらした豪雨により、矢部川水系矢部川の船小屋水位観測所（基準地点）において、観測史上最高の水位を記
録する洪水が生じ、甚大な被害が発生。

■基準地点（船小屋）上流域の降雨量：9時間雨量267.5mm、観測流量：3,992m3/s（ダム戻し流量：4,484m3/s）

主な洪水被害

 H24.7出水の特徴：船小屋水位観測所において、約5時間にわたってはん濫危険水位を突破
 矢部川の状況：国管理区間の全川にわたって計画高水位を上回り、1ヵ所で堤防が決壊し、柳川市

などにおいて浸水被害が発生
 沖端川の状況：一部区間で越水し、2ヵ所で堤防が決壊し、柳川市などにおいて浸水被害が発生
 浸水被害：矢部川沿川および沖端川沿川で1,808戸の家屋・事業所等が浸水
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基本高水ピーク流量：3,500m3/s

工事実施基本計画（既定計画）策定

等雨量線図
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計画降雨継続時間（9時間）内雨量：232mm/9hr

工事実施基本計画（既定計画）策定

H24洪水雨量・流量

等雨量線図（矢部川流域）

平成24年7月14日 0時～12
時

水位の状況（船小屋）

年最大流量 年最大9時間雨量

 過去60年間で第1位であり、か
つ計画規模以上の流量を記録

 過去60年間で第1位であり、か
つ計画規模以上の雨量を記録

 はん濫危険水位を約5時間超過

 福岡県南、矢部川流域に集中

矢部川
流域
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治水計画の変遷と治水事業の経緯
主な洪水と治水計画の変遷

日向神ダム（昭和35年完成）を整備

洪水調節、かんがい用水補
給及び水力発電を行う

 基準地点船小屋における
基本高水流量4,500m3/sを
4,000m3/sに低減

昭和中期の改修

・ダム高79.5m

・有効貯水容量2,390万m3

・洪水調節容量1,660万m3

 右岸側では、久留米
藩が堤防を整備する
一方、左岸側では柳
川藩がクスノキ（水
害防備林）を植樹
及び水はねによる水
勢を 弱める治水対
策を実施

柳川藩側（左岸） 久留米藩側（右岸）

距離標：16/600

H.W.L.17.248

クスノキ林

千間土居公園（左岸）

クスノキ林

 洪水のせき上げの要因となっていた固定
堰を可動堰に改築

松原堰（平成10年完成）を改築

瀬高堰（平成2年完成）を改築
（瀬高堰まで感潮区間）

10k000

瀬高堰

可動堰への改築

激特事業（堤防質的整備）の実施（例:7k4右岸）

近 年藩政時代

施工前

矢部
川

施工後

連接ブロック施工状況

昭和46年 矢部川水系工事実施基本計画
基準地点：船小屋
基本高水のピーク流量 ： 3,500㎥/s
計画高水流量： 3,000㎥/s

昭和28年6月洪水（梅雨前線）
船小屋地点流量 ： 約3,500㎥/s
床上浸水10,138戸、床下浸水15,896戸

昭和45年 一級河川の指定

平成2年7月洪水（梅雨前線）
船小屋地点 ： 約2,750㎥/s（ダム戻し 約3,000㎥/s ）
床上浸水 484戸，床下浸水 1,662戸

昭和35年 日向神ダム完成
■ダム高／堤頂長：79.5m／146m
■目的／洪水調節、かんがい用水補給、発電

昭和63年 矢部川水系工事実施基本計画（改定）
※干拓に伴う管理区間の延長

大正2年 矢部川第１期河川改修工事（福岡県）

昭和4年 矢部川第2期河川改修工事（福岡県）
計画高水流量：2,226㎥/s

昭和44年7月洪水（梅雨前線）
船小屋地点流量 ： 1,161㎥/s
床上浸水 1,134戸，床下浸水 2,913戸

昭和25年 矢部川第3期河川改修工事（福岡県）
計画高水流量：3,000㎥/s

平成19年 矢部川水系河川整備基本方針
基本高水のピーク流量 ： 3,500㎥/s
計画高水流量： 3,000㎥/s

平成24年7月洪水（梅雨前線）
船小屋地点観測流量 ： 約4,000㎥/s

(ダム戻し 約4,500㎥ /s)
床上浸水 697戸，床下浸水 1,111戸

平成24年 矢部川水系河川整備計画
目標流量： 3,100㎥/s
河道流量： 2,800㎥/s

平成26年 矢部川水系河川整備基本方針（変更）
基本高水のピーク流量 ： 4,500㎥/s
計画高水流量： 3,700㎥/s

平成24年 矢部川水系河川激甚災害対策特別緊急
事業の採択
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平成24年7月出水対応（激特事業＆大規模災害関連事業）

■計画高水流量を上回る洪水が発生し、矢部川直轄管理区間のほぼ全区間（5k～18k）にわたって計画高水位を超過。
■この区間では川裏堤防法尻部などで漏水が発生し、矢部川右岸7.3k地点では堤防決壊に至り、背後地においては甚大な被害が発生した。
■対策として、堤防の拡幅および堤防質的強化対策を行う「矢部川激甚災害対策特別緊急事業」と、法線是正（引堤）を行う「河川大規

模災害関連事業」の両事業により堤防決壊のリスクを軽減させる。

泰仙寺
橋

旧堤新堤

HWL

引堤

高水敷掘削
厚1m程度

大規模災害関連事業：法線是正（引堤）イメージ

矢部川

5/000

飯江川（はえがわ）

19/400

激甚災害対策特別緊急事業区間
矢部川水系矢部川

 -激甚災害対策特別緊急事業-
 今回の被災水位を踏まえ、堤防の嵩上げ、拡幅および

堤防質的強化を集中的に実施する。
事業内容：堤防質的強化等
全体事業費：105億円
事業期間：H24～概ね５年間

 -河川大規模災害関連事業-
 再度災害防止を図るため災害要因である洪水位を低減させ

る対策として、概ね５箇年で緊急的に法線是正ならびに高
水敷掘削による河積拡大を図る。
事業内容：堤防法線是正（引堤）
全体事業費：約23億円
事業期間：H24～概ね５年間

河川大規模
災害関連事業

左岸16k000 漏水被害

激甚災害対策特別緊急事業（堤防質的強化）のイメージ

HWL

一枚法化

ドレーン工

堤脚水路

一枚法化 法覆護岸工
（遮水シート込）

遮水矢板

※必要となる対策工法につい
ては、地質調査結果や浸透流
解析結果など踏まえ検討

 -沖端川激甚災害対策特別緊急事業-
 今回の被災を踏まえ、河道掘削、築

堤及び構造物改築等を実施する。
事業内容：河道掘削等
全体事業費：90億円
事業期間：H24～概ね５年間

：河川激甚災害対策特別緊急事業による堤防整備
：河川大規模災害関連事業による堤防整備

：沖端川河川激甚災害対策特別緊急事業による堤防整備等

標
高

（T.P ｍ）

矢部川洪水痕跡水位縦断図

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19-8

-3

2

7

12

17

22

27

：計画堤防高

：ＨＷＬ

：現況河道最深河床高

：現況堤防高（左岸）

：現況堤防高（右岸）

：水位観測所ピーク水位

H24.7洪水痕跡（左岸）

H24.7洪水痕跡（右岸）

▼沖ノ端川合流

（右岸）

浦島橋

西鉄鉄道橋

奉仙寺橋

津留橋

矢部川大橋

柳瀬大橋
瀬高橋

幸作橋

上水道送水管橋
JR鹿児島本線鉄道橋

九州新幹線矢部川橋梁

九州新幹線矢部

船小屋温泉大橋

南筑橋
▼飯江川合流

（左岸）

 決壊した矢部川7.3k付近での洪水痕跡と計画
高水位との水位差が大きい

 全川に渡ってHWLを超過し、漏水も発生

凡例
：浸水範囲

：堤防決壊（浸透）
：堤防決壊（越水）

：漏水箇所

×
×

矢部川激甚災害対策特別緊急事業と矢部川河川大規模災害関連事業の概要

基準地点：船小屋

激甚災害対策特別緊急事業区間
矢部川水系沖端川
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河川利用に関する現状と課題1/2

水利用

■水利用は農業用水の他、上流部で急峻な地形を利用した発電用水などがある。
■上流域には藩政時代に作られた廻水路（バイパス）が現存し、下流域には水を反復利用するためのクリークが発達するなど特殊な水利用形態がある。

・矢部川の水利用は、農業用水と発電用水が全体の約99%を占めている。

・矢部川は筑後川に比べ川の水面が高く、農業用水の取水に適している特性を活かし、筑後平野

の大半となる約13,000haをかんがいしている。

・下流域ではクリークが網の目のように発達しており、取水した水をクリークで貯め、反復利用

することで、広大な面積のかんがいが可能となっている。

・発電は、４箇所の水力発電所により、総最大出力15,340kWの発電が行われている。

※上流の廻水路で迂回する分の水利権は除く

【矢部川水系の水利権量割合】

その他
（0.2%）

工業用水
（0.1%）発電用水

（20.3%）

農業用水
（79.4%）

・上流域では、矢部川をはさんで柳川藩・久留米藩がそれぞれ自ら

設けた堰の水を一滴も他藩に落とさないことを目的に、1679年

（延宝7年）より約160年間をかけて廻水路（バイパス）が設けられ、

現在も利用されている。

①①

②②

③③

④④ ⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

【廻水路模式図】
久留米藩廻水路延長13.4km

柳川藩廻水路延長14.7km
○は築造・改築の順番

23K

筑後大堰

32K

花宗堰

矢部川流域

日向神ダム

A

B

筑後平野かんがい区域

（矢部川掛かり）

筑後平野かんがい区域

（筑後川掛かり）

廻水路でバイパス

廻水路

矢部川の水は、農業用水及び発電用水等に利用されている。

取水実態をふまえ、適正な水利用を目指す。

沖端川

太田川・下流域ではクリークが網の目のように発達。

・取水した水をクリークで貯め、反復利用。

【クリークの状況（網の目状）
矢部川右派川沖端川沿川 柳川市）】

水田クリーク

田

還
元

取
水

河川 クリーク

水路

田

還
元

取
水

河川 クリーク

水路

田

還
元

取
水

河川 クリーク

水路

【反復利用】

筑後川掛かり
17%

矢部川掛かり
83%

【筑後平野のかんがい割合】

●矢部川の廻水路●矢部川のクリーク

筑後平野のかんがい

●水利用の実態
Ａ－Ｂ

本川
廻水
路

名
鶴
堰

大
和
堰
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河川利用に関する現状と課題2/2

日向神ダム

←矢部
川

柳川市

筑後市

みやま市

八女市

矢部川の水質は、概ね良好。

・上流の日向神峡や下流の柳川の掘割など、矢部川流域に点在する観光
地には多くの観光客が訪れている。

・中流域の中ノ島公園は、国指定天然記念物のクスノキが多く茂り、近
隣住民のみならず、船小屋温泉を訪れる人々の散策に利用されるなど、
地域の憩いの場となっている。

・また、矢部川を挟み筑後市、みやま市にまたがる福岡県営筑後広域公
園は、「豊かさを体感できる公園」をメインテーマにしており、豊か
な自然に囲まれながら、多くの人がスポーツを楽しんでいる。

有
明
海

<柳川川下り>

水郷の魅力を存分に満喫しながら
水路を小舟に乗って辿る川下り。

<日向神峡>

矢部川上流の日向神ダムの湖
畔にあり、岩山に映える紅葉が
見られる。

<べんがら村>

矢部川のせせらぎに抱かれ
たやすらぎの空間。人に元気
をくれる自然との交流の場。

<中島漁港>

有明海沿岸のノリ養殖漁業の拠点
地として発展した漁港。

H26年度 空間利用実態調査結果

良好な水辺景観の維持・形成に努め、矢部川と周辺の自然環境、観光資源等が一体となった活力
ある地域づくりを目指す。また、水辺空間を活かしたイベント等について、住民との連携を図りな
がら実施する。

■矢部川本川の水質は、近年は環境基準値を満足している。
■河川空間は、矢部川の豊かな自然環境を活かして水遊び・釣りをはじめとする各種レクリエーションに利用されている。特に中流域の中ノ島公園は、国指定天然記念

物のクスノキ林が存在し、遠足・写生大会や散策に利用されるなど地域の憩いの場となっている。

水質 空間利用

地域住民との連携

・流域の連携、親睦、文化への寄与を目的としたNPO活動が盛ん
であり、ゴミマップ作成等の活動が行われている。

ゴミマップの作成（NPO作成） 水生生物調査の実施

船小屋

<中ノ島公園> <筑後広域公園> <船小屋地区の利用状況><船小屋温泉>

堤防・高水敷・水際において、散策をはじめ釣り・水遊びなどに利用

・環境基準点である浦島橋、船小屋、丁字橋における水質を、BOD75%値で見ると、
近年は概ね環境基準を満足している。

・支川飯江川の古賀橋地点では、環境基準を満足出来ていない状況にあり、要因
としては、夏場に堰の湛水区間となることから、植物プランクトンの増殖等が
考えられる

下水道等の関連事業、関係機関や地域住民との連携を図りながら、現状
の水質の保全に努める。

（注）船小屋、浦島橋、古賀橋、丁字橋（国土交通省測定）のBOD75％値は年で整理。

浦島橋

船小屋

A（瀬高堰より上流）

B（瀬高堰より下流）

丁字橋

古賀橋 飯江川

C（高田堰より下流） Ａ（高田堰より上流）

矢部川

←飯江川

<千間土居公園>

桜が植栽されており、アユの季
節には釣り師でにぎわう自然豊
かな公園。
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水面

12%

水際

11%

高水敷

42%

堤防

35%

スポーツ

2%

釣り

11%

水遊び

12%

散策等

75%

【利用場所】 【利用形態】



河川環境に関する現状と課題
■矢部川本川の直轄管理区間は有明海特有の貴重な汽水環境を有する下流部、堰による湛水区間が連なる中流部１、瀬・淵が連続した中流部２に区分される。

■支川楠田川及び支川飯江川の高田堰までが下流部に、支川飯江川の高田堰より上流が中流部１に区分される。

【下流部】
• 矢部川本川河口から瀬高堰下流、支川楠田川、支川飯江川の高田堰下流は、有明海特

有のエツやアリアケシラウオ等が生息する汽水域や河口干潟を形成している。

• 干潟は、ムツゴロウやワラスボ、ハラグクレチゴガニ等が生息し、サギ類やシギ・チ
ドリ類の採餌場や集団越冬地となっている。水際にはハマサジやヒロハマツナ等の塩
生植物群落やヨシ群落が生育するが、オオヨシキリの繁殖場となっているヨシ群落は
近年減少傾向にある。

0k

5k
10k

15k

0k

3k600

0k2000k

高田堰
(2k400)

瀬
高
堰

下
名
鶴
堰

松
原
堰

広瀬堰

←矢部川

←

飯
江
川

下流部（感潮区間)

• 船小屋地区及びその上流は瀬・淵が連続し、アユの産卵場
及びチスジノリの生育等良好な河川環境を形成している。
瀬・淵は平成初期に一旦減少したものの、近年回復傾向が
見られる。

• 水際にはツルヨシ群落が、河岸にはクスノキ林等の河畔林
が帯状に分布し、水田やクリーク網と併せてカワニナやゲ
ンジボタル、タナゴ類等の生息場となっている。

ｸｽﾉｷ林及びﾂﾙﾖｼ群落

堰

河口部の干潟 ハラグクレチゴガニ

ムツゴロウ

中流部1（湛水区間）

大
和
堰

【中流部１】
• ４つの堰（瀬高堰、大和堰、下名鶴堰、松原堰）の湛水区間が連続し、緩やかな流れを好むヤリ

タナゴ等のタナゴ類、メダカ、オヤニラミ等の生息場となっている。

• 水際部や砂礫河原はサギ類やシギ・チドリ類の採餌場となっている。砂礫地は、近年安定してい
るものの昭和年代に減少傾向が見られた。

瀬高堰上流の湛水区間

下流部（感潮区間)

(10K200)

19k400

【中流部２】

連続する瀬・淵

下名鶴堰の湛水区間 オヤニラミ

中流部1（湛水区間）

ヨシ群落（飯江川合流部）

区分 下流部（感潮区間） 中流部１（湛水区間） 中流部２（瀬・淵が連続した区間）

区間
矢部川（0.0k～10.2k）
飯江川（0.0k～2.4k）
楠田川（0.0k～0.2k）

矢部川（10.2k～14.6k）
飯江川（2.4k～3.6k）

矢部川（14.6k～19.4k）

ｾｸﾞﾒﾝﾄ ｾｸﾞﾒﾝﾄ3 ｾｸﾞﾒﾝﾄ2-1 ｾｸﾞﾒﾝﾄ2-1

地形 低平地 平地 平地

特性 汽水域・干潟 湛水区間 瀬・淵、砂礫地、河畔林

河床材料 シルト・粘土 礫・砂 礫・砂

勾配 1/2,000～1/10,000 1/750 1/500～1/750

植物相
フクド群集、ヒロハマツナ群落、シオクグ群集、アイアシ群集、ハマサ

ジ群集、ヨシ群落、オギ群落、ウキヤガラ－マコモ群集、オオタチヤナ

ギ群落、ウシオツメクサ、ウラギク

ツルヨシ群集、オギ群落、ウキヤガラ－マコモ群集、オオタチヤナギ群

落

ツルヨシ群集、オギ群落、ウキヤガラ－マコモ群集、オオタチヤナギ群

落、クスノキ林、チスジノリ、ニッケイ、アズマガヤ

動物相

魚類：エツ、アリアケシラウオ、アリアケヒメシラウオ、ヤマノカミ、ムツ

ゴロウ、ワラスボ、ハゼクチ

底生動物：アズキカワザンショウガイ、ヤベガワモチ、ウミマイマイ、ア

リアケカワゴカイ、ハラグクレチゴガニ、ヒメモクズガニ

鳥類：チュウヒ、オオヨシキリ、ツリスガラ、シギ・チドリ類、サギ類

魚類：ヤリタナゴ等のタナゴ類、メダカ、オヤニラミ

鳥類：オオヨシキリ、ツリスガラ、シギ・チドリ類、サギ類

魚類：アユ、カゼトゲタナゴ等のタナゴ類、メダカ、オヤニラミ

底生動物：ゲンジボタル、カワニナ

鳥類：オオヨシキリ、ツリスガラ、サギ類

両生類：トノサマガエル
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筑後川河川事務所

２．河川整備基本方針と
河川整備計画について
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１．河川整備基本方針と河川整備計画について
筑後川河川事務所
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筑後川河川事務所
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１．河川整備基本方針と河川整備計画について

矢部川水系河川整備基本方針 矢部川水系河川整備計画

平成19年11月
矢部川水系河川整備基本方針策定

基準地点：船小屋
基本高水のピーク流量 ：3,500m3/s
河 道 へ の 配 分 流 量：3,000m3/s

平成26年6月
矢部川水系河川整備基本方針変更

基準地点：船小屋
基本高水のピーク流量 ：4,500m3/s
河 道 へ の 配 分 流 量：3,700m3/s

平成24年7月
「九州北部豪雨災害」

発 生

平成24年2月
矢部川水系河川整備計画策定

基準地点：船小屋
【河川整備により安全に流下させることが可能となる流量】

洪水調節前流量：3,100m3/s
洪水調節後流量：2,800m3/s

矢部川水系河川整備計画
の変更について検討

社会を取り巻く状況の変化



筑後川河川事務所

３．河川整備計画策定後の社会を
取り巻く状況の変化
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筑後川河川事務所①平成24年7月「九州北部豪雨災害」の発生
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２．河川整備計画策定後の社会を取り巻く状況の変化



筑後川河川事務所

-15-

■矢部川水系の河川整備基本方針については、平成19年11月に策定しているが、その後の平成24年7月の九州北部豪雨において
既往最大の洪水が発生し、甚大な浸水被害が生じたこと等を踏まえて、平成26年6月に変更を行った。

■計画高水流量について、船小屋地点3,000m3/sから3,700m3/sに変更した。

②「矢部川水系河川整備基本方針」の変更

２．河川整備計画策定後の社会を取り巻く状況の変化



筑後川河川事務所
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③近年発生した大規模災害等を踏まえた今後の対策

２．河川整備計画策定後の社会を取り巻く状況の変化

平成23年東北地方太平洋沖地震

地震による堤防の被災状況

阿武隈川上流部 Ｈ23．６ 今後の津波防災対策の考え方を提言
中央防災会議専門調査会が、「今後の津波防災等の基本的な考え方に
ついて」提言

Ｈ23．１２ 津波防災地域づくりに関する法律
将来起りうる津波災害の防止・軽減のため、全国で活用可能な一般的
な制度を創設し、ハード・ソフトの施策を組み合わせた「多重防御」
による津波防災地域づくりを推進

Ｈ2４．2 河川構造物の耐震性能照査指針
国土交通省水管理・国土保全局治水課が、「河川構造物の耐震性能照
査指針」を作成

平成27年関東・東北豪雨

堤防の決壊による氾濫状況

鬼怒川21k付近
Ｈ2７．１２ 大規模氾濫に対する減災のための治水対策の
あり方について
「洪水による氾濫が発生することを前提として、社会全体でこれに
備える「水防災意識社会」を再構築する」旨を答申
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④その他、法律改正及び答申等

２．河川整備計画策定後の社会を取り巻く状況の変化

平成２５年4月
社会資本整備審議会河川部会
「安全を持続的に維持するための今後の河川管理のあり方について」答申

平成２５年７月
水防法及び河川法改正

・河川管理者による水防活動への協力
・事業者等による自主的な水防活動の促進
・河川管理施設等の維持又は修繕
・河川協力団体制度の創設
・従属発電のための水利用に関する登録制度の創設

平成２７年８月
気候変動に適応した治水対策検討小委員会
「水災害分野における気候変動適応策のあり方について」

・比較的発生頻度の高い外力に対し、施設により災害の発生を防止
・施設の能力を上回る外力に対し、施策総動員して、できる限り被害を軽減
・施設の能力を大幅に上回る外力に対し、ソフト対策を重点に「命を守り」

「壊滅的被害を回避」

平成２７年７月
改正水防法施行

・浸水想定区域について、想定し得る最大規模の洪水に係る区域に拡充して公表
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４．矢部川水系整備計画（変更原案）の
対象区間及び期間について
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３．矢部川水系河川整備計画の主な変更内容について

○矢部川水系河川整備計画の対象区間及び期間

【計画の対象区間】
・本計画の対象区間は矢部川水系の国管理区間とします。

【河川整備計画の対象期間】
・本計画の計画対象期間は、概ね20年間とします。なお、本計画は現時点における

社会経済状況や水害の発生状況、河川整備の状況、河川環境の状況等を前提と
して定めるものであり、これらの状況の変化や新たな知見の蓄積、技術の進捗等
を踏まえ、必要に応じて適宜見直しを行います。

■矢部川水系河川整備計画（変更原案）における対象区間及び期間については、現整備計画と同様に
下記とします。
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５．矢部川水系整備計画の
主な変更内容について
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項目 変更内容など 変更要因

矢部川の
概要

・九州北部豪雨災害の発生及び洪水被害の概要等を記載 ・平成24年九州北部豪雨災害

・河川整備基本方針の変更について記載 ・河川整備基本方針の変更

治 水

・九州北部豪雨災害の発生を記載

・平成24年九州北部豪雨災害
・河川整備基本方針の変更

・河川整備基本方針の変更を踏まえて記載

・整備計画目標流量の変更

・整備計画目標流量の変更に伴い、河川整備内容を変更

・地震・津波対策について記載 ・東北地方太平洋沖地震に伴う法律改正・答申等

防災・
減災

・施設の能力を上回る洪水等への対応について記載
・その他法律改正・答申等（気候変動適応策の対応）
・関東・東北豪雨に伴う答申等

・気候変動への適応について記載
・その他法律改正・答申等（気候変動適応策の対応）

・気候変動による影響のモニタリングの実施について記載

・市町による避難勧告等の適切な発令の促進について記載

・関東・東北豪雨に伴う答申等・住民等の主体的な避難の促進について記載

・的確な水防活動の推進について記載

・災害リスクの評価、災害リスク情報の共有について記載 ・その他法律改正・答申等（気候変動適応策の対応）

・水害リスクを踏まえた土地利用の促進 ・関東・東北豪雨に伴う答申等

・「特定緊急水防活動」の実施について記載 ・その他法律改正・答申等（水防法改正）

環 境
・多様な動植物の生息・生育・繁殖する環境の保全・創出について記載

・河川整備基本方針の変更
・河川整備が生じる場所に対して、環境の現状等を把握し配慮事項等を記載。

その他
・河川協力団体等と連携し、地域に根ざした河川管理の実現を目指す旨を記載 ・その他法律改正・答申等（河川法改正）

・目次構成の見直し ・各種データの更新 －

３．矢部川水系河川整備計画の主な変更内容について

■河川整備計画策定後の社会を取り巻く状況の変化を踏まえて、主に下記の内容について新たに整備計画に反映を行う
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３．矢部川水系河川整備計画の主な変更内容について

■整備計画の構成について、社会情勢の変化等に伴う記載の追加等を踏まえて下記のとおり構成を変更した。

１．計画の概要
　　１．１　計画の趣旨
　　１．２　計画の基本理念
　　１．３　計画の対象区間

２．矢部川流域の概要
　　２．１　流域及び河川の概要
　　　２．１．１　流域の概要
　　　２．１．２　地形と地質
　　　２．１．３　気候・気象
　　　２．１．４　河川の自然環境
　　　２．１．５　矢部川周辺の文化財
　　　２．１．６　人口及び産業・交通
　　　２．１．７　河川の利活用
　　２．２　河川事業の経緯
　　　２．２．１　過去の水害
　　　２．２．２　治水事業の経緯
　　　２．２．３　水利用に関する経緯

３．矢部川の現状と課題
　　３．１　治水の現状と課題
　　　３．１．１　洪水対策
　　　３．１．２　高潮対策
　　　３．１．３　堤防の浸透及び地震に対する安全性
　　　３．１．４　内水対策
　　　３．１．５　河川の維持管理
　　　３．１．６　危機管理対策
　　３．２　河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する現状と課題
　　　３．２．１　水利用
　　　３．２．２　渇水時等の対応
　　３．３　河川環境及び河川の利用の現状と課題
　　　３．３．１　自然環境
　　　３．３．２　水質
　　　３．３．３　河川利用
　　　３．３．４　景観

４．河川整備計画の目標に関する事項
　　４．１　洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標
　　　４．１．１　目標設定の背景
　　　４．１．２　洪水対策
　　　４．１．３　高潮対策
　　　４．１．４　堤防の浸透及び地震に対する安全性
　　　４．１．５　内水対策
　　　４．１．６　河川の維持管理
　　　４．１．７　危機管理対策
　　４．２　河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する目標
　　　４．２．１　整備の目標
　　４．３　河川環境の整備と保全及び河川の利用に関する目標
　　　４．３．１　整備の目標

５．河川の整備の実施に関する事項
　　５．１　河川の整備の実施に関する考え方
　　　５．１．１　洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減
　　　５．１．２　河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持
　　　５．１．３　河川環境の整備と保全
　　　５．１．４　河川整備の実施に関する総合的な考え方
　　５．２　河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
　　　５．２．１　洪水、高潮対策等に関する整備
　　　５．２．２　河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項
　　　５．２．３　河川環境及び河川の利用の整備と保全に関する事項
　　５．３　河川の維持の目的、種類及び施行の場所
　　　５．３．１　矢部川水系の特徴を踏まえた維持管理の重点事項
　　　５．３．２　その他の河川の維持管理に関する事項

６．その他河川整備を総合的に行うために必要な事項
　　６．１　関係機関・地域住民との連携
　　６．２　コミュニティの形成
　　６．３　河川情報の発信と共有

矢部川水系河川整備計画  －国管理区間－
目　　　次

１．矢部川の概要
　　１．１　流域及び河川の概要
　　　１．１．１　流域の概要
　　　１．１．２　地形・地質
　　　１．１．３　気候・気象
　　　１．１．４　自然環境
　　　１．１．５　歴史・文化
　　　１．１．６　土地利用
　　　１．１．７　人口
　　　１．１．８　産業
　　１．２　治水の沿革
　　　１．２．１　水害の発生状況
　　　１．２．２　治水の歴史
　　　１．２．３　治水事業の沿革
　　１．３　利水の沿革

２．矢部川の現状と課題
　　２．１　洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
　　　２．１．１　洪水対策
　　　２．１．２　堤防の安全性
　　　２．１．３　高潮対策
　　　２．１．４　内水対策

　　２．１．５　地震・津波対策
　　２．１．６　施設の能力を上回る洪水等への対応

　　　２．１．７　気候変動への適応
　　　２．１．８　河道の維持管理
　　　２．１．９　河川管理施設の維持管理
　　２．２　河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項
　　　２．２．１　水利用
　　　２．２．２　渇水時等の対応
　　２．３　河川環境の整備と保全に関する事項

　　２．３．１　多様な動植物の生息・生育・繁殖環境の保全・創出
　　　２．３．２　水質の保全
　　　２．３．３　良好な景観の維持・形成
　　　２．３．４　人と河川の豊かなふれあいの場の確保

３．河川整備計画の対象区間及び期間
　　３．１　計画の対象区間
　　３．２　河川整備計画の対象期間

４．河川整備計画の目標に関する事項
　　４．１　河川整備の基本理念
　　４．２　洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
　　　４．２．１　洪水対策
　　　４．２．２　高潮対策
　　　４．２．３　内水対策
　　　４．２．４　地震・津波対策
　　　４．２．５　施設の能力を上回る洪水を想定した対策
　　４．３　河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項
　　４．４　河川環境の整備と保全に関する事項
　　　４．４．１　多様な動植物の生息・生育・繁殖環境の保全・創出
　　　４．４．２　水質の保全
　　　４．４．３　良好な景観の維持・形成
　　　４．４．４　人と河川の豊かなふれあいの場の確保

５．河川の整備の実施に関する事項
　　５．１　河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により設置される河川管理施設の機能の概要
　　　５．１．１　洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
　　　５．１．２　河川環境の整備と保全に関する事項
　　５．２　河川の維持の目的、種類及び施行の場所
　　　５．２．１　矢部川水系の特徴を踏まえた維持管理の重点事項
　　　５．２．２　洪水、津波、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項
　　　５．２．３　河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項
　　　５．２．４　河川環境の整備と保全に関する事項

６．その他河川整備を総合的に行うために留意すべき事項

目　　　次
矢部川水系河川整備計画（変更素案）　－国管理区間－
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３．矢部川水系河川整備計画の主な変更内容について

矢部川の概要 ■平成24年7月九州北部豪雨災害の発生及び洪水被害の概要等を記載
■・河川整備基本方針の変更について記載

変 更 案変 更 案



４．２．４ 地震・津波対策
地震・津波対策については、堤防や水門等の河川管理施設の

耐震性を照 査し、必要に応じて耐震対策を実施し、大規模な地
震動が発生しても、河川 管理施設として必要な機能を確保する
こととします。また、海岸における防御 と一体となって河川堤防
等により津波被害の防御が図れるよう、必要な対策 を行います。

筑後川河川事務所
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３．矢部川水系河川整備計画の主な変更内容について

治 水

５．１．１(８) 地震・津波対策

大規模な地震が発生した場合においても河川管理施設として必
要な機能を 確保するために、堤防や水門等の河川管理施設の耐
震性能を照査し、必要 な対策を行います。

■平成23年東北地方太平洋沖地震を踏まえ、地震・津波に関する記載を追記

変 更 案

２．１．５ 地震・津波対策
矢部川では津波による大きな浸水被害等は発生していませんが、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害を

契機に、津波についても、洪水、高潮と並んで計画的に防御対策を検討すべき対象として河川法（平成25年6月一部改正）に位置づけら
れました。

河川津波対策については、発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす「最大クラスの津波」に対しては、施設対

応を超過する事象として住民等の生命を守ることを最優先として、津波防災地域づくり等と一体となって減災を目指すこととされています。
また、最大クラスの津波に比べて発生頻度が高く、津波高は低いものの、大きな被害をもたらす「施設計画上の津波」に対しては、津波
による災害から人命や財産等を守るため、海岸における防御と一体となって河川堤防等により津波災害を防御することとしています。

矢部川においても、津波による浸水被害の防止又は軽減を図るため、堤防・水門等の河川管理施設の耐震対策を講じるとともに、「津
波防災地域づくりに関する法律(平成23年12月27日施行)」の枠組み等に基づき、関係機関等と連携・協力し、津波防災地域づくり等の
取組を支援していく必要があります

※堤防の浸透に対する安全性は「2.1.2 堤防の安全性」で別途記載

※堤防の浸透対策は「5.1.1(4)堤防整備等（浸透・侵食対策）として別途記載

※堤防の浸透対策は「5.1.1(4)堤防整備等（浸透・侵食対策）として別途記載
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防 災 ・ 減 災 ■「水災害分野における気候変動適応策のあり方について」及び関東・東北豪雨に伴う答申等を踏まえ、具体
な対応について記載を追記

変 更 案

-25-

３．矢部川水系河川整備計画の主な変更内容について

２．１．６ 施設の能力を上回る洪水等への対応
平成24年7月洪水では矢部川本川や沖端川において3箇所の堤防が決壊し広範囲にわたって、大規模な浸水被害が発生しました。また、平

成27年9月関東・東北豪雨では鬼怒川の堤防の決壊により家屋が倒壊・流失し、また多数の孤立者が発生しました。

今後も施設の能力を上回る洪水による水害が起こりうることから、行政・住民・企業等の各主体が水害リスクに関する知識と心構えを共有し、
氾濫した場合でも被害の軽減を図るための避難や水防等の事前の計画・体制、施設による対応が備えられた社会を構築していく必要があります。

河川整備については、上下流バランスの確保等を図る必要があることや財政等の制約もあることから、氾濫の危険性が高い区間であっても早
急に解消することが困難な場合があります。

これらのことから、従来からの洪水を安全に流すためのハード対策に加え、ソフト対策を活かし、人的被害や社会経済被害を軽減するための
施設による対応（以下、「危機管理型ハード対策」という。）を導入し、地域におけるソフト対策と一体となって実施する必要があります。

４．２．５ 施設の能力を上回る洪水を想定した対策

施設の能力を上回る洪水等が発生した場合においても、人
命・資産・社会経済の被害をできる限り軽減することを目標とし
て、施設の構造や運用等を工夫するとともに、関係機関と連携
して、円滑かつ迅速な避難の促進、的確な水防活動の促進、
迅速な応急活動の実施、水害リスクを考慮したまちづくり・地域
づくりの促進を図ることにより、危機管理型ハード対策とソフト
対策を一体的・計画的に推進し、想定される最大規模の洪水
等が発生した場合においても、人命・資産・社会経済の被害を
できる限り軽減できるよう努めます。

５．１．１(９) 施設の能力を上回る洪水を想定した対策

施設の能力を上回る洪水が発生し、堤防の決壊等により氾濫した場
合でも、被害の軽減を図るために危機管理型ハード対策として、決壊ま
での時間を少しでも引き延ばすよう堤防構造を工夫する対策を必要に
応じ水害リスクが高い区間等において実施します。さらに、応急対策や
氾濫水の排除、迅速な復旧・復興活動に必要な堤防管理用通路の整
備や高速道路等との連続性の確保、ヘリポートの設置、船舶による輸
送路の確保、河川防災ステーション等の水防拠点の整備、既存施設の
有効活用、災害復旧のための根固ブロック等資材の備蓄、排水ポンプ
車等災害対策車両の整備等を検討し、必要に応じて実施します。

地球温暖化に伴う気候変動による大雨や短時間強雨の発生頻度の
増加に伴い、水位の急激な上昇が頻発することが想定されることから、
水門等の確実な操作と操作員の安全確保のために、水門等の施設操
作の遠隔化・自動化等の整備を必要に応じて実施します。

また、雨量、水位等の観測データ、レーダ雨量計を活用した面的な
雨量情報やＣＣＴＶカメラによる映像情報を収集・把握し、適切な河川管
理を行うとともに、その情報を光ファイバー網等を通じて関係機関へ伝
達し、円滑な水防活動や避難誘導等を支援するため、これらの施設を
整備するとともに、観測機器、電源、通信経路等の二重化等を図ります。
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防 災 ・ 減 災
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３．矢部川水系河川整備計画の主な変更内容について

「危機管理型ハード対策」の例
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近年、ヨシ群落の減少
が見られることから、
ヨシ群落の保全・創出
について具体に記載

河川環境の現状分析

３．矢部川水系河川整備計画の主な変更内容について

環 境 ■方針本文の記載に合わせ、自然環境の保全・創出を図る内容を記載
■河川環境の現状と課題を抽出するために既存の環境調査資料等を活用し、河川環境の現状について定量的に評価を
行い、保全すべき種の抽出及び河川整備における配慮の必用性等を具体に整備計画に記載

４．３ 河川環境の整備と保全及び河川の利
用に関する目標
4.3.1 整備の目標

（1） 自然環境

河川環境の整備と保全については、治水、
利水との調和を図りつつ、矢部川の多様な動
植物が生息・生育・繁殖できる水辺環境の保
全・再生を目指します。

現整備計画(H24) 変更（案）

過去～現在における航空写真や植生データから、水域の土地利用等の面積変化や環
境変化を分析し、長期にわたる河川環境の変化を景観・生息場の視点で把握
河川水辺の国勢調査のデータから種別・地点別に植物、魚類、底生動物、鳥類等の増
減率を分析し、群落や種の増減傾向を分析し、保全すべき群落・種を抽出

豊かな自然環境の
「保全・創出」
について記載

河川整備基本方針の変更

平成26年6月の矢部川水系河川整備基本方針の変更を受け、河川環境の整備と保全
の項目において、多様な動植物が生息・生育・繁殖できる豊かな自然環境の保全・創出
を図ることが記載された

4.4.1 多様な動植物の生息・生育・繁殖環境の保全・創出

動植物が生息・生育・繁殖する環境については、重要種を含む多様な動植物を育む
渓流や瀬・淵、ワンド、細流、河岸、河畔林、河口干潟、ヨシ原、汽水域等の定期的なモ
ニタリングを行いながら、生物の生活史を支える環境を確保できるよう良好な自然環境
の保全・創出に努めます。

特にオオヨシキリの繁殖地、チュウヒやツリスガラ、アズキカワザンショウガイ、ハラグ
クレチゴガニ等の生息場となるヨシ群落の保全・創出に努めます。

４．４ 河川環境の整備と保全に関する事項

河川環境の整備と保全に関しては、これまでの地域の人々と矢部川との関わりを考
慮しつつ、矢部川の清らかな流れと豊かな自然が織りなす良好な河川景観の維持・形
成を図るとともに、重要種を含む多様な動植物が生息・生育・繁殖する豊かな自然環
境の保全・創出を図り、次世代に引き継ぐよう努めます。
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保全対象群落・種 及び 防除対象群落・種
一次保全対象群落・種：河川水辺の国勢調査結果を分析し、重要性、減少率30%以上、特殊性の観点から2つ以上の項目に該当するものを抽出
有用種 ：漁業対象種を抽出
象徴群落・種：河川水辺の国勢調査結果の分析では一次保全対象群落・種に該当しないが、矢部川を象徴する代表的なものを抽出

環境配慮の内容

下
流
部

・干潟の保全
⇒有明海流入河川及び干潟特有の生物の生息場、

塩生植物の生育場
⇒サギ類、シギ・チドリ類の餌場

・ヨシ群落の保全
⇒オオヨシキリの生息・繁殖場、チュウヒやツリスガラ、

アズキカワザンショウガイやハラグクレチゴガニ等の
生息場

・ウキヤガラ－マコモ群集、オギ群落の保全
（環境省特定植物群落）

中
流
部
１

・ワンド、水際植生の保全
⇒タナゴ類、メダカ、オヤニラミの生息場
⇒サギ類の餌場

・砂礫河原の保全
⇒シギ・チドリ類の餌場

・ツルヨシ群集の保全
⇒オオヨシキリ、ツリスガラの生息場

・ウキヤガラ－マコモ群集、オギ群落の保全
（環境省特定植物群落）

中
流
部
２

・連続する瀬淵の保全
⇒アユの産卵場、チスジノリの生育地

・水田とクリーク網と河川との連続性の確保
⇒ゲンジボタル、カワニナ、タナゴ類、メダカ、トノサマガ

エルの生息場

・ツルヨシ群集の保全
⇒タナゴ類、メダカ、オヤニラミの生息場

・国指定天然記念物のクスノキ林の保全
⇒クスノキ林及びそこに生育するニッケイ、アズマガヤ

の保全

・国指定天然記念物のゲンジボタル発生地の保全
⇒ゲンジボタル及び餌生物のカワニナの保全

そ
の
他

・河川の縦断的連続性の確保
⇒アユの移動

・特定外来生物の除去

植生 植物 魚類 底生動物 鳥類 両・爬・哺

一次保全対象
群落・種

重要性・減少率30%以上
・ヨシ群落
・ウキヤガラ－マコモ群落
・オオタチヤナギ群落
重要性・特殊性（干潟）
・フクド群集
・ヒロハマツナ群落
・シオクグ群集
・アイアシ群集
・ハマサジ群集
重要性・特殊性（国天）
・クスノキ植林

重要性・特殊性（干潟）
・ウシオツメクサ
・ヒロハマツナ
・ハマサジ
・フクド
・ウラギク
重要性・特殊性（クスノ
キ林）
・ニッケイ
・アズマガヤ

重要性・特殊性（有明
海特産種）
・エツ
・アリアケシラウオ
・アリアケヒメシラウオ
・ヤマノカミ
・ムツゴロウ
・ワラスボ
・ハゼクチ

重要性・特殊性（有明
海特産種）
・アズキカワザンショウ
ガイ
・ヤベガワモチ
・ウミマイマイ
・アリアケカワゴカイ
・ハラグクレチゴガニ
・ヒメモクズガニ

重要性・減少率30%
以上
・チュウサギ
・チュウヒ
・ダイシャクシギ
・ツバメチドリ
・ツリスガラ

重要性・減少率30%
以上
・トノサマガエル

有用種、
象徴群落・種

象徴群落
・ツルヨシ群集
・オギ群落

象徴種
・チスジノリ

有用種
・アユ
象徴種
・タナゴ類
　 ヤリタナゴ

　 アブラボテ

　 カネヒラ

　 ニッポンバラタナゴ

　 カゼトゲタナゴ

・メダカ
・オヤニラミ

象徴種
・ゲンジボタル
・カワニナ

象徴種
・オオヨシキリ

－

ブラジルチドメグサ群落
アレチウリ群落

アレチウリ
オオキンケイギク
ボタンウキクサ

ブルーギル
オオクチバス －

ソウシチョウ ウシガエル
防除対象群落・種
（特定外来生物）

保全対象
群落・種

分析結果

項　目

３．矢部川水系河川整備計画の主な変更内容について

環 境 ■河川環境の現状と課題を抽出するために既存の環境調査資料等を活用し、河川環境の現状について定量的に評価を
行った。

■評価の結果を踏まえて保全すべき種の抽出及び河川整備における配慮の必用性等を具体に整備計画に記載
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変更案



現整備計画の目標

【洪水対策】
・戦後第２位相当となる平成２年７月洪水を概ね安全に流下させる
ことが可能となるよう河川整備を実施する。

筑後川河川事務所

基準地点 目標流量
（m3/s）

洪水調節
量（m3/s）

河道流量
（m3/s）

船小屋 3,100 300 2,800

矢部川における整備目標の基準地点流量

【洪水対策】
・戦後第２位相当となる昭和２８年６月洪水を概ね安全に流下させる
ことが可能となるよう河川整備を実施する。

矢部川における整備目標の基準地点流量

基準地点 目標流量
（m3/s）

洪水調節
量（m3/s）

河道流量
（m3/s）

船小屋 3,600 300 3,300

整備計画（変更）の目標
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■平成24年7月九州北部豪雨災害を受け、洪水対策の整備計画目標流量を変更
■整備計画目標流量の変更に伴い、河川整備内容を変更

赤字は主な変更箇所を示す。

３．矢部川水系河川整備計画の主な変更内容について

治 水



■整備計画目標流量の変更に伴い、河川整備の内容を変更

筑後川河川事務所
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３．矢部川水系河川整備計画の主な変更内容について

治 水
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防 災 ・ 減 災 ■「関東・東北豪雨に伴う答申等を踏まえ、具体な対応について記載を追記

変 更 案

５．２．２(11) 市町による避難勧告等の適切な発令の促進

重要水防箇所等の洪水に対しリスクが高い区間について、市町、水防団、自治会等との共同点検を確実に実施します。実施にあたっ
ては、当該箇所における氾濫シミュレーションを明示する等、各箇所の危険性を共有できるよう工夫します。

また、避難勧告等の発令範囲の決定に資するため、堤防の想定決壊地点毎に氾濫が拡大していく状況が時系列でわかる氾濫シミュ
レーションを市町に提供するとともに、ホームページ等で公表します。

さらに、洪水氾濫の切迫度や危険度を的確に把握できるよう、洪水に対しリスクが高い区間における水位計やライブカメラの設置等を
行うとともに、上流の水位観測所の水位等も含む水位情報やリアルタイムの映像を市町と共有するための情報基盤の整備を行います。

避難に関する計画は広域避難も視野に入れ、避難勧告等に関するタイミングや範囲、避難場所や避難勧告等、避難に関する計画に
ついて適切に定めることができるよう市町と河川管理者が参画した協議会等の仕組みを整備します。

また、避難勧告等に着目したタイムライン（時系列の防災行動計画）の策定がなされるよう技術的な支援を行います。

５．２．２(12) 住民等の主体的な避難の促進

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、氾濫による被害の軽減を図るため、想定される最大規模の
洪水等が発生した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定し、公表します。公表にあたっては、多様な主体が水害
リスクに関する情報を多様な方法で提供することが可能となるよう、洪水浸水想定区域に関するデータ等のオープン化を図ります。

また、想定最大規模の洪水により家屋が倒壊・流失するおそれがある区域（家屋倒壊危険区域）を公表します。公表にあたっては、市
町等と連携し説明会を開催する等により住民への周知を徹底します。

なお、スマートフォン等を活用した洪水予報等をプッシュ型で情報提供するためのシステムについて、双方向性も考慮して整備に努め
るとともに、従来から用いられてきた水位標識、半鐘、サイレン等の地域特性に応じた情報伝達手段についても、関係地方公共団体と連
携・協議して有効に活用します。

さらに、国管理区間からの氾濫が及ぶすべての自治体で、洪水ハザードマップが逐次更新されるよう、支援していきます。
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３．矢部川水系河川整備計画の主な変更内容について


